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天
命
建
元
の
年
次
に
就
て
（
績
）

　
　
　
　

１
－
’
太
屋
漏
文
老
棺
の
一
考
察
ｉ
ｌ

四

三

　

田

　

村

　

泰

　

助

　

前
章
に
老
槽
と
変
４
　
と
０
立
場
の
相
異
を
脆
い
た
が
、
次
に
此
の
所
書
に
は
、
建
國
建
元
０
事
賓
が
各
々
０
立
場
か
ら
夫
々
如
何
な
る
風

に
記
さ
れ
て
居
る
か
を
見
。
建
元
の
年
次
を
考
察
し
や
う
と
思
ふ
。

　

建
國
建
元
に
開
す
る
変
録
の
記
事
の
中
、
漢
文
０
條
は
此
０
論
文
の
胃
頭
に
掲
げ
た
か
ら
、
此
處
に
掲
げ
る
事
を
止
め
、
満
洲
変
録
の
満

文
の
條
を
引
い
て
、
満
文
老
槽
と
の
達
り
と
す
る
。

　

満
洲
賓
録
に
は
、
太
祖
が
帥
位
の
腔
を
行
っ
て
居
る
圖
が
紺
か
れ
て
居
て
、
之
に
浦
漢
蒙
三
偕
で
記
さ
れ
た
題
が
附
け
て
あ
る
。
漢
文
に

は
「
太
阻
建
元
印
帝
位
」
と
あ
り
、
浦
文
に
は
’
　
ｔ
a
i
ｔ
ｓ
ｕ
　
ｂ
ｅ

本
文
は
次
０
如
し
。
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り
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太
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諸
々
の
貝
子

　

大
臣
等

　

推
し
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明

　
　
　
　

汗
と
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へ
ｂ
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八
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時
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月
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一
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大
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衆

　

を
率
い
て
大

　

衛

　

門

　

に

　

到
り

　

八

　

机
を
設
へ
て
排
班
せ
り
。
汗

　

衛
門

　

に
出
て
ｓ
玉
座

　

に
坐
し
た
る
後
、
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い
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き
た
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。

　

八
人
の
大
臣

　
　

列

　

よ
り
出
で

　

前
に

　

鑑
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脆
き

　
　
　

表

　
　

を
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せ
る
阿
敦

　

轄

　
　

額
爾
徳
尼
巴
克
什

　

迎
へ

　
　

行
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け

　

て

　

額
面
徳
尼
巴
克
什
は
汗
の
左

　

側
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ｉ
.
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a
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ｇ
ａ
　
ｓ
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ｈ
ｅ
.

と
謂
ひ

　

年

　

読

　
　

を
「
天

　
　

命
」

　

と
謂
へ
り
。

d
ｅ
　
i
l
i
f
i
　
ｔ
ｅ
ｒ
ｅ
　
b
i
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｂ
ｅ
　
ｈ
ｕ
ｌ
ａ
ｍ
ｅ
　
ｇ
ｅ
ｒ
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ｎ
　
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
　
ｂ
ｅ
　
ｕ
j
i
ｒ
ｅ
　
ｇ
ｅ
ｎ
ｇ
ｇ
ｉ
ｙ
ｅ
ｎ
　
ｈ
ａ
ｎ

に
立
ち
て
そ
の
表

　

を

　

頌
し
て
「
諸
々
の

　

國

　

を

　

慈
育
す
る
明

　
　
　

汗
」

右
ｏ
文
中
ａ
ｍ
ｂ
ａ
　
ｇ
ｅ
ｂ
ｕ
　
ｈ
ｕ
l
a
ｒ
ａ
は
漢
文
ｏ
方
に
「
恭
上
奪
致
」
と
あ
る
が
武
皇
帝
貨
録
に
は
「
稲
帝
琥
」
と
あ
る
。
倚
後
者
に
依
る
と
帝

銃
は
「
烈
國
浩
恩
明
皇
帝
」
の
七
宇
で
あ
る
。
之
に
営
る
浦
文
は
「
諸
國
を
慈
育
す
る
明
汗
」
と
あ
っ
て
、
漢
文
の
帝
致
は
浦
文
を
直
詳
し
た

事
が
分
る
。
そ
し
て
ｈ
ａ
ｎ
Ｓ
ｙ
け
は
「
汗
」
と
せ
ず
に
「
皇
帝
」
と
譚
し
た
も
？

録
は
帝
致
が
列
國
覆
育
英
明
皇
帝
と
云
ふ
風
に
洗
練
さ
れ
て
来
る
。
此
ｏ
浦
文
貨
録
で
も
、
建
元
ｏ
事
に
就
い
て
は
記
し
て
居
る
が
、
國
致

に
就
て
は
何
等
記
載
ｏ
な
い
事
、
漢
文
賓
録
と
同
じ
で
あ
る
。
題
っ
て
満
文
老
槽
丙
辰
年
正
月
の
條
を
見
る
に
、
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汗
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八

　

歳
の
時
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初
一
日

　

申

　
　
　

日
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貝
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部
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語
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我
等
の
國
は

　

汗

　

な
し
に
過
し
、
燧
に
苦
し
む
事
甚
し
か
り
き
、
天
は
吾
が

　
　

國

b
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ｂ
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よ
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の
右
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立
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た
る
阿
敦
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て
る
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．
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汗
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て
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．
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ａ
ｍ
ａ
ｓ
i
　
ｂ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｅ
ｆ
ｉ
　
ｓ
ｏ
ｏ
ｒ
i
n
　
ｄ
ｅ
　
ｔ
ｅ
ｈ
ｅ
　
ｍ
ａ
ｎ
ｇ
ｇ
ｉ

　
　
ｊ
ａ
ｋ
ｕ
ｎ
　
ｇ
ｕ
ｓ
a
i
　
　
　
ｂ
ｅ
ｉ
　
Ｓ

術
門

　

よ
り
出
て

　

天
に
向
ひ

　

三
度

　
　

叩
頭
せ
り
、

　

叩
頭
し
て

　

後
に

　
　

退
き

　

玉
坐

　

に

　

坐
し
た
る
後

　
　

八

　
　

旗
の

　

貝
子

　
　

ａ
ｍ
ｂ
ａ
ｓ
ａ
　
i
l
h
i
　
i
l
h
i
　
ｓ
ｅ
　
ｂ
ａ
ｈ
ａ
　
ｓ
ｅ
ｍ
ｅ
　
ｈ
ａ
ｎ
　
ｄ
ｅ
　
i
l
a
ｔ
ａ
　
i
e
ｒ
e
i
　
ｈ
ｅ
ｎ
ｇ
ｋ
ｉ
ｌ
ｅ
ｈ
ｅ
.

　
　

大
臣
等
次
々

　

に

　

正
旦
を
賀
す
と

　

汗

　

に

　

向
ひ
三
度

　

叩
頭
せ
り
。

と
あ
っ
て
、
建
國
に
就
き
何
等
０
記
載
な
き
０
み
な
ら
す
、
建
元
に
開
し
て
も
一
語
も
云
ひ
及
ん
で
居
な
い
。

　

然
ら
ば
常
時
「
天
命
」
な
る
年
凱
は
漢
文
０
み
で
廂
文
は
無
か
っ
た
か
と
云
ふ
と
そ
う
で
は
な
い
。
卸
上
述
０
朝
鮮
側
に
、
手
交
し
た
文

書
に
印
が
捺
さ
れ
て
居
て
、
そ
の
印
は
廂
漢
二
醍
で
「
後
金
國
天
命
皇
帝
」
と
記
さ
れ
た
も
０
で
あ
る
事
は
光
海
君
日
記
己
未
年
四
月
？

０
記
事
が
之
を
誼
す
る
。

　
　

傅
曰
。
奏
文
中
後
金
汗
賓
。
以
後
金
皇
帝
陳
奏
。
未
知
何
如
。
令
備
逞
詳
察
以
奏
。
同
教
日
。
胡
書
中
印
跡
。
令
鮮
篆
人
中
汝
権
及
蒙

　
　

學
通
事
願
解
。
則
篆
様
番
字
。
倶
是
後
金
國
天
命
皇
帝
七
箇
字
云
々
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

①

と
あ
る
。
又
廂
文
老
槽
に
太
祖
０
勅
論
の
形
式
が
載
せ
て
あ
っ
て
、
そ
れ
に
依
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．

　
　

ａ
ｂ
ｋ
ａ
ｉ
　
ｆ
ｕ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
ｇ
ａ
ｉ
　
ｆ
ｏ
ｎ
　
ｂ
ｅ
　
ａ
ｌ
ａ
ｈ
ａ
　
ｈ
ａ
ｎ
　
ｈ
ｅ
ｎ
ｄ
ｕ
m
e

　
　
　

天

　
　

命

　

の

　
　

時
を

　

受
け
た
る
汗

　

論
す

等
の
例
は
何
れ
も
國
家
と
し
て
の
醍
裁
を
整
へ
る
開
心
が
、
制
度
形
式
０
上
に
表
は
れ
た
事
象
で
、
此
の
例
の
示
す
如
く
「
天
命
」
の
年
琥

に
對
し
て
も
、
決
し
て
注
目
を
彿
は
な
か
っ
た
譚
で
は
な
い
。
然
ら
ば
、
建
國
建
元
の
如
き
そ
の
國
家
に
と
っ
て
重
要
な
る
記
事
が
太
阻
賞

-－20
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録
に
存
し
て
、
老
槽
に
存
し
な
い
ｏ
は
如
何
な
る
理
由
で
あ
ら
う
か
。

　

太
祖
変
録
の
「
烈
國
浩
恩
明
皇
帝
」
が
浦
文
「
ｇ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
　
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
　
ｂ
ｅ
　
ｕ
j
i
ｒ
ｅ

　
　
ｇ
ｅ
ｎ
ｇ
ｇ
ｉ
ｙ
ｅ
ｎ

　
　
ｈ
ａ
ｎ
　
I
の
譚
で
あ
る
事
は
、
既
に
指
摘
し
た
が
、

此
ｏ
帝
凱
に
営
る
老
雄
の
記
述
を
見
る
と
、

a
ｂ
ｋ
ａ
　
ｇ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
　
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
　
ｂ
ｅ
　
ｕ
j
i
k
i
n
i
　
ｓ
ｅ
ｍ
ｅ
　
ｓ
'
ｎ
ｄ
ａ
ｈ
ａ
　
ｇ
ｅ
ｎ
ｇ
ｇ
ｉ
ｙ
ｅ
ｎ
　
ｈ
ａ
ｎ

天
が

　

諸
々
の

　

國

　

を

　

慈
育
せ
よ
と
て
降
し
た
る

　
　

明

　
　
　

汗

と
あ
る
。
両
者
を
比
べ
る
と
、
叉
録
で
は
老
槽
０
方
０
「
天
」
及
「
慈
育
せ
よ
と
て
降
し
た
る
」
を
省
き
。
息
１
　
で
芸
ふ
動
詞
形
を
£
ぽ

と
云
ふ
形
容
詞
に
直
し
て
、
「
諸
國
を
慈
育
す
る
汗
」
と
一
聯
０
名
穏
に
作
や
、
此
０
時
奉
っ
た
帝
琥
と
し
て
居
る
。
此
０
両
者
の
命
名
０
態

度
に
は
異
質
的
な
も
の
が
あ
る
事
に
想
到
す
べ
き
で
あ
る
。
老
僧
の
稀
呼
に
は
、
「
汗
」
を
８
　
格
化
し
て
居
る
に
對
し
、
賓
録
０
方
で
は
、
か

Ｘ
る
９
　
的
な
要
素
を
排
し
て
、
・
現
官
的
な
人
徳
を
頌
へ
る
意
味
の
命
名
に
な
っ
て
居
る
。
中
原
風
な
意
味
に
於
い
て
、
臣
下
よ
り
皇
帝
に
雅

琥
を
奉
る
時
に
は
、
そ
０
皇
帝
の
現
官
的
な
徳
を
順
は
す
意
味
の
稀
致
が
採
ら
れ
る
０
が
普
通
で
あ
や
、
叉
奉
ら
れ
た
雅
琥
は
官
際
に
用
ひ

ら
れ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
０
で
あ
る
。
此
０
事
は
太
宗
が
崇
徳
元
年
に
即
位
し
た
際
に
見
ら
れ
る
の
で
、
此
の
時
雅
致
を
「
寛
温
仁
聖
」
と
奉
っ
た

の
で
あ
る
が
、
太
宗
老
槽
の
崇
徳
元
年
四
月
十
二
日
０
條
に
。

　
　

ｇ
ｏ
ｓ
i
n
　
ｏ
ｎ
ｃ
ｏ
　
ｈ
ｕ
w
a
l
i
ｙ
ａ
ｓ
ｕ
ｎ
　
ｅ
ｎ
ｄ
ｕ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ｇ
ｅ
　
ｈ
ａ
ｎ
.
　
ｇ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
　
ａ
ｍ
ｂ
ａ
ｓ
ａ
　
ｂ
ｅ
　
ｇ
ａ
ｉ
ｆ
ｉ
　
ｔ
a
i
ｔ
ｓ
ｕ
｡
　
ｔ
ａ
ｉ
ｂ
ｅ
ｏ
｡
　
ｍ
ａ
ｆ
ａ
　
ｉ
　
ｔ
n
i
ｙ
ｏ
ｏ
　
ｄ
ｅ
　
w
ｅ
ｃ
ｅ
ｈ
ｅ
｡

　
　
　

仁

　
　

寛

　
　

温

　
　
　
　
　
　

聖

　
　
　
　

汗

　

諸

　
　

大
臣

　

を
率
い
て
、
太
祀

　

太
后
を

　

祀

　
　

廟

　
　

に

　

祭
り
た
り
。

と
あ
る
。
此
０
太
宗
０
奪
致
と
太
祖
の
「
天
か
…
…
降
し
た
明
汗
」
と
あ
る
０
を
比
べ
る
と
、
一
暦
明
瞭
に
二
者
０
相
異
が
分
る
。
太
祖
老

稔
に
は
太
祖
を
記
す
に
終
始
ｇ
ｅ
ｎ
ｇ
ｇ
ｉ
ｙ
ｅ
ｎ

　
ｈ
ａ
ｎ
を
以
っ
て
し
、
「
天
」
以
下
０
長
々
し
い
稀
呼
を
以
っ
て
し
た
例
は
一
度
も
出
な
い
の
で
あ

る
。
此
等
0
J
-
T
T

/
^

-
考
へ
る
と
、
太
祖
弩
爾
吟
斉
が
中
原
風
な
意
味
の
帝
位
を
正
し
た
と
す
る
賓
録
０
記
事
に
は
、
老
槽
の
記
事
を
潤
色
し

た
跡
が
看
取
さ
れ
る
０
で
、
此
の
事
は
、
雅
致
を
奉
っ
た
理
由
を
記
し
て
居
る
老
槽
賓
録
の
記
事
を
較
べ
て
見
る
と
更
に
よ
く
分
明
す
る
。

　

官
録
で
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

21-
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太
岨
明
敏
才
智
。
法
度
得
宣
。
敬
老
原
賢
。
細
魂
遠
佞
。
恩
及
無
告
。
焉
國
事
日
夜
焦
思
。
上
磯
天
意
。
下
合
人
心
。
于
是
。
満
洲
大

　
　

治
。
欺
詐
不
生
。
拾
物
不
匿
。
必
諮
其
主
。
若
不
得
其
主
。
懸
於
衛
門
。
令
認
識
之
。
五
穀
収
穫
畢
。
縦
牲
畜
于
山
野
。
莫
有
敢
績
害

　
　

者
。
因
是
諸
王
大
臣
９
　
議
掬
帝
琥
。

と
注
べ
て
居
る
。
右
の
文
は
要
す
る
に
支
那
風
に
帝
徳
を
稀
へ
る
常
套
の
句
で
、
帝
王
の
理
想
を
誕
く
中
原
風
な
思
想
が
そ
０
基
を
な
し
て

居
り
、
文
中
何
處
に
も
満
洲
人
自
身
０
意
識
感
情
は
窺
ひ
得
ら
れ
な
い
。
老
槽
に
依
る
と
、

　
　

m
ｕ
ｓ
e
i
　
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
　
ｈ
ａ
ｎ
　
ａ
ｋ
ｕ
　
ｂ
ａ
ｎ
ｊ
ｉ
ｍ
ｅ
　
ｊ
ｏ
ｂ
ｏ
ｈ
ｏ
　
ａ
ｍ
ｂ
ｕ
l
a
　
ｏ
ｆ
ｉ

　
　

我
等
の

　

部
は

　

汗
な
し
に
過
し
た
の
で
苦
し
む
事
甚
し
か
っ
た
に
よ
り

と
迪
べ
て
居
る
。
「
ｒ
ロ
な
し
に
過
し
た
」
と
云
ふ
ｏ
は
、
自
分
ｏ
部
族
に
「
汗
」
を
栃
へ
る
様
な
人
物
が
な
か
っ
た
事
で
あ
り
、
「
甚
し
く

苦
ん
だ
」
と
云
ふ
ｏ
は
、
そ
の
鴛
に
他
の
部
族
ｏ
「
汗
Ｊ
ｏ
支
配
下
に
あ
つ
た
事
を
意
味
す
る
の
で
あ
ら
う
。
處
が
、
今
弩
爾
吟
斉
の
如
き

傑
物
が
自
己
ｏ
部
か
ら
出
て
他
部
族
の
大
牛
を
征
し
、
自
分
等
ｏ
部
族
が
一
躍
支
配
者
の
地
位
に
立
つ
だ
の
で
、
こ
の
事
を
「
天
」
な
る
文

字
に
仮
托
し
て
述
べ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
過
去
ｏ
忍
従
か
ら
解
放
さ
れ
た
歓
喜
の
情
と
、
自
己
種
族
謳
歌
の
感
に
陶
酔
せ
し
彼

等
ｏ
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
ｏ
感
情
の
登
露
が
汗
琥
を
奉
る
事
象
と
な
っ
て
現
は
れ
た
ｏ
で
あ
る
。
然
ら
ば
汗
を
穏
ふ
と
は
一
磯

如
何
な
る
意
味
が
あ
る
ｏ
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
す
、
彼
等
ｏ
部
族
を
始
め
、
他
の
女
薦
部
族
を
包
括
す
る
處
の
仝
女
翼
民
族

ｏ
主
権
者
た
る
事
に
他
な
ら
な
い
。

　

史
賓
を
按
す
る
と
明
、
萬
暦
ｏ
初
年
に
於
て
、
遼
東
ｏ
仝
女
鴛
族
は
、
一
時
吟
達
部
の
王
台
ｏ
節
制
に
伏
し
た
。
賞
に
王
台
は
「
明
」
の

勢
力
を
背
景
と
し
て
他
部
族
に
君
臨
し
た
ｏ
で
あ
る
。
然
る
に
彼
ｏ
末
年
に
、
威
漸
く
衰
へ
る
に
及
ん
で
、
遼
東
ｏ
女
具
民
族
は
互
に
相
９
　

ひ
骨
肉
相
食
む
ｏ
状
態
と
成
っ
た
。
満
文
満
洲
賓
録
を
翻
く
と
、
此
等
女
貢
部
族
中
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
　
　
　
Ａ
Ｊ
稀
す
る
強
部
族
五
を
数
へ
る
。
吟
達
・
呉

喇
・
輝
登
・
葉
赫
及
満
洲
が
是
で
あ
る
。
そ
し
て
同
賓
録
の
記
載
に
従
ふ
と
「
汗
」
を
孵
せ
ら
れ
る
も
の
は
賓
に
９
　
達
ｏ
ｓ
５
ｒ
ロ
の
み

で
、
他
の
部
酋
は
悉
く
ｒ
ｌ
貝
勒
を
以
て
稲
せ
ら
れ
、
弩
爾
吟
斉
と
雖
も
此
例
肥
漏
れ
な
い
。
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w
ａ
ｎ
　
ｈ
ａ
ｎ
こ
そ
は
曾
っ
て
の
遼
東
の
覇
者
で
あ
っ
た
王
台
そ
ｏ
人
で
あ
る
。
こ
れ
前
に
「
汗
」
は
そ
ｏ
民
族
ｏ
主
権
者
ｏ
意
と
解
し
た
所
以

で
あ
る
。
弩
爾
吟
声
が
汗
位
に
卸
い
た
後
は
、
老
槽
ｏ
記
載
に
従
へ
ぼ
自
國
を
常
に
ｊ
ｕ
ｓ
ｅ
ｎ

　
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
　
　
　
Ａ
Ｊ
呼
ん
で
居
る
。
こ
れ
は
ｎ
ｉ
ｋ
ａ
ｎ

ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
｡
　
t
ｎ
ｏ
ｎ
ｇ
ｇ
ｏ
　
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
に
對
す
る

　

ｊ
ｕ
ｓ
ｅ
ｎ
　
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
で
、
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
　
４
＾
る
語
は
此
時
に
於
て
は
、
一
部
族
を
意
味
す
る
「
部
」
よ
り
Ｉ
〇
民

族
を
軍
位
と
す
る
「
國
」
の
義
に
飛
躍
し
た
譚
で
あ
る
。
そ
し
て
此
ｏ
ｊ
ｕ
ｓ
ｅ
ｎ
　
　
　
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
は
自
他
の
女
舞
部
族
を
包
括
し
た
も
の
ｘ
謂
で
あ

り
、
此
名
将
を
以
っ
て
満
洲
族
自
ら
を
呼
ぶ
事
は
、
自
己
が
そ
ｏ
支
配
者
で
あ
り
、
代
表
者
で
あ
る
事
を
意
味
す
る
。
弩
爾
吟
斉
が
汗
位
に

帥
い
て
後
二
年
、
明
を
薩
爾
滸
の
役
に
敗
っ
た
年
の
八
月
に
、
女
舞
部
族
の
最
後
の
未
征
服
國
と
し
て
煥
っ
て
居
た
、
葉
赫
を
降
し
た
記
事

が
老
槽
に
見
え
、
そ
こ
に
附
記
し
て
、

n
ｉ
ｋ
ａ
ｎ
　
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
　
c
i
　
w
ｅ
ｓ
i
h
ｕ
ｎ
　
ｓ
ｕ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｋ
ｄ
ｅ
ｒ
ｅ
　
ｅ
ｒ
g
i
　
ｍ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
i
　
m
ｕ
ｋ
ｅ
　
ｄ
ｅ
　
i
ｓ
i
ｔ
ａ
ｌ
ａ
　
ｓ
ｏ
ｌ
ｈ
ｏ
　
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ

　
　
c
i
　
ａ
ｍ
ａ
ｓ
i
.
　
　
t
ｎ
ｏ
ｎ
ｇ
ｇ
ｏ

　
　
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ

　
　
c
i
　
　
ｊ
ｕ
l
e
ｒ
i

明

　
　

國

　
　

の

　

東
の
方

　

太
陽
の

　

昇
る

　
　
　
　

海

　
　

濠

　

に

　

到
る
迄

　

朝
鮮

　

國

　
　

の
北
の
方

　

蒙
古

　
　
　

國

　
　

の

　
　

南

ｊ
ｕ
ｓ
ｅ
ｎ
　
g
i
ｓ
ｕ
ｎ
　
i
　
　
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
　
ｂ
ｅ
　
ｄ
ａ
ｉ
ｌ
ａ
ｍ
ｅ
　
ｄ
ａ
ｈ
ａ
ｂ
ｕ
m
e
.
　
ｔ
ｅ
ｒ
ｅ
　
ａ
ｎ
ｉ
ｙ
ａ
　
w
ａ
ｉ
ｉ
ｈ
ｇ
.

女
侃
語
を
語
る

　
　

國

　
　

を

　

伐
も

　
　

従
へ
る
事

　

こ
の
年
に

　

了
れ
り
。

と
あ
る
。
誠
に
豪
壮
な
る
叙
述
で
あ
り
、
讃
者
は
膨
輝
と
し
て
興
隆
す
る
、
女
具
民
族
の
姿
を
看
取
す
る
で
あ
ら
う
。
此
の
時
、
そ
の
枢
軸

を
な
す
満
洲
族
が
自
ら
を
ｊ
ｕ
ｓ
ｅ
ｎ
　
ｇ
ｕ
ｎ
r
n
と
稀
す
る
の
も
久
営
然
と
謂
ひ
得
る
。
そ
し
て
後
述
す
る
如
く
賓
は
此
の
年
に
「
後
金
國
」
と
稀

し
「
天
命
」
と
建
元
し
た
０
で
あ
る
。
老
槽
０
太
祖
が
汗
位
に
如
く
記
事
は
、
満
洲
族
が
部
族
的
な
も
０
か
ら
民
族
的
な
も
０
へ
と
生
長
し

た
事
を
物
語
る
０
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
未
だ
中
原
風
な
表
現
形
式
を
藷
り
て
居
る
跡
は
見
ら
れ
な
い
０
で
あ
る
。
海
流
太
１
　
変
録
０
部
位

並
び
に
建
國
建
元
の
記
事
は
、
変
録
編
纂
０
時
、
老
槽
の
記
事
を
支
那
風
０
形
に
鍵
へ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
変
録
編
纂
０
精
紳

が
然
ら
し
む
る
處
で
あ
ら
う
。

　

僕
は
従
来
脆
か
れ
た
如
く
、
萬
暦
四
十
四
年
丙
辰
０
歳
に
は
汗
位
に
如
い
た
事
変
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
支
那
風
に
倣
っ
て
帝
位
に
印
き
、

建
國
建
元
０
事
を
行
っ
た
事
賞
は
無
か
っ
た
も
０
と
思
ふ
。
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太
１
　
浦
文
老
槽
に
は
汗
位
に
卸
い
た
丙
辰
の
年
以
後
も
、
年
次
を
記
す
る
に
「
天
命
」
を
用
ひ
す
、
矢
張
「
干
支
」
を
用
ひ
て
居
る
。
例

へ
ぱ
丙
辰
年
に
次
い
で
、
資
録
の
天
命
二
年
に
富
る
年
は
唯
｛
７
５
　
ｈ
ｕ
ｎ
　
ｍ
ｅ
ｉ
ｈ
ｅ
　
ａ
ｎ
ｉ
ｙ
ａ
と
記
し
て
居
る
ｏ
で
、
此
時
天
命
建
元
の
事
が
あ
れ
ぼ

営
然
年
次
は
天
命
を
以
て
数
へ
る
筈
で
あ
る
。
太
宗
老
槽
に
は
年
次
を
数
へ
て
副
呵
０
　
　
”
匹
ｇ
Ｑ
９
１
　
了
之
球
晋
と
記
し
て
居
る

の
と
併
せ
考
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

　

太
阻
老
槽
が
「
天
命
」
建
元
の
後
に
到
っ
て
も
、
矢
張
り
干
支
を
以
て
年
次
を
散
へ
た
の
は
如
何
な
る
理
由
で
あ
ら
う
か
。

　

満
洲
が
朝
鮮
側
に
乎
交
し
た
文
書
の
記
載
に
依
る
と
、
天
命
二
年
は
己
未
の
歳
で
あ
る
か
ら
。
天
命
元
年
は
萬
暦
四
十
六
年
戊
午
０
歳
Ｏ

事
と
な
る
。
然
ら
ぼ
此
の
年
は
建
元
に
相
庶
し
い
事
件
が
あ
っ
た
か
と
云
ふ
と
、
例
の
有
名
な
「
明
」
に
對
す
る
七
宗
恨
を
出
し
て
、
堂
々

と
明
に
孤
立
を
宣
言
し
た
年
で
あ
る
。
三
朝
遼
事
賞
録
の
開
巻
胃
頭
に
「
萬
暦
四
十
六
年
遼
事
起
」
と
記
し
て
、
弩
爾
吟
斉
の
第
一
聾
を
報

じ
、
肯
「
因
以
漢
字
傅
檄
」
と
誌
し
て
居
る
。
此
０
事
は
、
漢
字
が
必
要
に
な
っ
た
０
は
資
に
此
の
時
か
ら
で
あ
る
事
を
物
語
る
。

　

満
洲
が
「
七
宗
恨
」
の
檄
を
「
明
」
に
資
し
た
時
の
事
は
、
皇
明
賓
録
に
は
次
の
様
に
見
え
て
居
る
。
即
ち
榊
宗
資
録
の
萬
暦
四
十
六
年

四
月
甲
寅
０
條
に
、

　
　

建
酋
差
部
夷
章
台
等
。
執
夷
箭
印
文
。
鐙
進
撞
去
漢
人
張
儒
伸
・
張
棟
・
楊
希
欝
・
廬
國
士
四
名
。
進
開
聾
言
求
和
。
傅
未
申
奏
一
紙

　
　

自
稀
鴛
建
國
。
内
有
七
宗
悩
恨
等
語
。

と
あ
る
。
倚
三
朝
遼
事
資
録
に
は
、

　
　

閏
四
月
。
奴
兄
姉
漢
人
張
儒
等
。
査
夷
文
請
和
。
自
搦
建
州
國
汗
。
備
逍
七
宗
悩
恨
。

と
見
え
て
居
る
。
此
等
の
記
事
０
示
す
如
く
、
満
洲
自
ら
「
建
國
」
と
云
ひ
［
建
州
國
汗
］
と
穏
し
た
の
で
あ
る
。
太
岨
賓
録
に
あ
る
様
に

萬
暦
四
十
四
年
丙
辰
の
年
に
「
後
金
國
」
「
天
命
」
と
柳
し
た
の
で
あ
れ
ぼ
、
何
故
此
０
文
字
を
用
ひ
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

　

そ
し
て
、
此
事
は
叉
光
海
君
日
記
の
記
事
よ
り
逆
算
し
て
、
萬
暦
四
十
六
年
を
元
年
と
す
る
考
へ
方
に
も
富
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
自
ら
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國
銃
を
樹
立
す
る
と
云
ふ
事
は
、
他
國
家
に
自
己
を
認
知
せ
し
め
る
と
云
ふ
考
慮
か
ら
出
る
０
で
此
事
以
外
に
は
意
味
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

叉
史
賓
に
徴
し
て
も
、
萬
暦
四
十
六
年
に
は
建
國
建
元
の
事
を
行
ふ
に
相
胞
し
い
事
象
と
し
て
、
「
七
宗
恨
」
を
宜
し
た
程
の
劃
期
的
事
件

は
他
に
考
へ
ら
れ
な
い
。
此
時
は
「
建
州
國
汗
」
と
稀
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
僕
は
此
歳
に
は
「
後
金
國
」
「
天
命
」
命
名
０
事
賓
は
な
か
っ

た
も
の
と
信
す
る
。
明
賞
録
に
あ
る
如
く
、
明
廷
は
翌
四
十
七
年
に
な
っ
て
朝
鮮
の
吉
報
で
、
始
め
て
此
事
賓
を
知
っ
た
０
で
あ
る
か
ら
、

若
し
四
十
六
年
に
建
國
の
事
賓
が
行
は
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
朝
鮮
の
吉
報
の
前
に
、
明
廷
に
は
何
等
か
０
情
報
が
あ
や
、
そ
０
記
載
が

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
此
論
文
胃
頭
に
引
用
し
た
如
く
、
四
十
八
年
に
は
、
後
金
國
汗
０
名
０
あ
る
榜
文
が
、
明
賓
録
に
記
載
さ
れ
て

居
る
事
を
併
せ
思
ふ
ぺ
き
で
あ
る
。

　

然
ら
ば
、
光
海
君
日
記
の
記
事
は
如
何
に
解
す
べ
き
か
、
弩
爾
吟
斉
は
萬
層
四
十
六
年
に
遼
東
清
河
堡
を
陥
れ
、
そ
０
攻
略
を
開
始
し
た

が
、
遼
東
の
地
よ
り
「
明
」
の
勢
力
を
根
底
か
ら
躯
逐
し
た
の
は
賓
に
四
十
七
年
三
月
に
於
る
薩
爾
滸
の
役
で
あ
ら
う
。
此
役
に
於
て
、
弩

爾
吟
斉
は
堂
々
四
路
よ
ｐ
、
興
京
に
進
撃
す
る
明
の
大
軍
を
一
挙
に
覆
没
せ
し
め
た
の
で
、
満
洲
０
興
慶
は
此
０
役
０
決
す
る
處
に
係
る
と

云
ふ
程
の
歴
史
的
大
事
件
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
勝
利
を
得
た
事
は
弩
爾
吟
斉
を
し
て
遼
東
に
勢
力
を
樹
立
す
る
確
信
を
抱
か
し
め
た
に

違
ひ
な
い
。
而
し
て
、
此
０
役
後
最
初
に
政
治
交
渉
を
開
始
し
た
の
は
、
東
方
文
字
の
國
を
自
栴
す
る
朝
鮮
で
あ
る
。
満
洲
は
朝
鮮
に
國
書

を
遣
し
、
戦
勝
者
０
立
場
よ
り
ｙ
、
自
分
を
「
金
國
」
の
正
統
な
る
後
檀
者
た
る
を
詮
き
、
天
命
既
に
「
明
」
を
去
っ
た
事
を
論
じ
た
０
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
０
國
書
た
る
０
形
式
を
整
へ
る
必
要
上
、
取
り
敢
え
す
、
「
後
金
國
」
と
稀
し
「
天
命
」
の
年
凱
を
作
成
し
た
の
で
あ
ら
う
。

モ
‘
０
命
名
の
素
朴
さ
は
之
を
誼
す
る
も
０
で
は
な
か
ら
う
か
。
更
に
そ
０
態
度
を
傍
詮
す
る
史
料
が
あ
る
。
柵
中
目
録
の
萬
暦
四
十
七
年
三

月
十
三
日
０
條
に
「
聞
奴
中
方
草
通
１
　
。
鋳
成
印
穎
云
々
」
と
あ
る
。
此
通
書
は
本
文
に
誕
い
た
處
の
國
書
で
あ
り
ｙ
、
こ
の
印
穎
は
そ
０
國

書
に
押
し
た
「
後
金
國
天
命
皇
帝
」
と
あ
る
海
流
二
醵
の
印
を
指
す
も
の
で
あ
ら
う
。
つ
ま
り
、
事
に
臨
ん
で
急
濾
鋳
印
し
た
０
で
あ
ら

う
。
前
年
若
し
く
は
、
丙
辰
０
歳
に
支
那
風
に
帝
魏
を
稀
し
た
の
で
あ
れ
ぼ
、
こ
の
様
な
形
式
的
な
も
の
は
、
営
然
具
備
さ
る
べ
き
性
質
の
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も
の
で
あ
る
。
そ
の
國
書
に
「
天
命
二
年
」
と
あ
る
０
は
「
七
宗
恨
」
を
出
し
た
年
は
、
建
國
建
元
を
行
ふ
に
相
庖
し
い
歳
と
思
惟
し
、
翌

β

　
　

萬
暦
四
十
七
年
を
二
年
と
し
た
の
で
あ
ら
う
ひ
國
書
に
は
「
七
宗
恨
」
を
併
せ
載
せ
て
居
る
事
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
・
何
れ
に
し
て
も
ゝ

　
　
　

此
等
の
事
象
は
「
漢
字
を
以
て
檄
を
傅
こ
ね
ば
な
ら
ぬ
情
勢
か
ら
出
た
政
策
的
意
味
に
基
く
も
ｏ
と
考
へ
る
。

　
　
　
　

右
に
述
べ
た
満
洲
側
の
態
度
を
念
頭
に
置
い
て
、
既
述
し
た
鮮
満
交
渉
の
跡
を
見
る
と
ご

　
　
　

し
両
國
間
の
交
渉
の
経
過
を
引
綾
き
考
察
し
や
う
。
満
洲
側
よ
り
資
さ
れ
た
國
書
に
對
す
る
朝
鮮
側
０
同
答
は
如
何
な
る
形
式
で
な
さ
れ
た

　
　
　

か
。
光
海
君
日
記
己
未
四
月
十
六
日
の
條
に
、

　
　
　
　
　

備
逡
司
啓
曰
。
常
闇
北
道
六
僕
胡
人
噌
給
文
書
。
将
建
州
衛
馬
法
云
。
所
謂
馬
法
似
指
編
祷
而
言
也
。
今
営
略
倣
此
例
。
皮
封
外
面
右

　
　
　
　
　

優
１
　
。
朝
鮮
國
平
安
道
観
察
使
書
。
左
没
書
。
建
州
衛
部
下
馬
法
。
開
折
裏
面
書
。
朝
鮮
國
平
安
道
観
察
使
朴
蝉
奉
書
于
建
州
衛
馬
法

　
　
　
　
　

足
下
云
々
。

　
　
　

と
あ
っ
て
、
國
王
０
名
を
以
て
せ
す
、
地
方
官
た
る
９
　
安
監
司
の
名
目
で
答
へ
し
め
た
の
で
あ
る
。
倚
同
日
記
四
月
二
十
一
日
の
條
に
、

　
　
　
　
　

備
没
司
啓
目
。
今
此
胡
書
同
答
。
乃
朴
輝
之
妨
書
于
馬
法
者
ご

　
　
　

と
あ
れ
ば
、
朝
鮮
側
０
此
時
の
交
渉
に
對
す
る
意
向
態
度
が
分
る
。
朝
鮮
は
満
洲
の
國
書
を
無
硯
し
て
、
交
渉
を
地
方
０
　
官
吏
に
委
ね
る
形
式

　
　
　

を
探
り
、
従
っ
て
「
後
金
國
」
０
國
琥
の
問
題
に
は
鯛
れ
な
か
っ
た
０
で
あ
る
が
、
此
は
朝
鮮
０
傅
統
的
國
是
で
あ
る
「
事
大
交
隣
」
に
基

　
　
　

ｓ
た
も
の
で
、
彼
等
に
依
れ
ぽ
、
交
隣
は
夷
欽
を
箱
棄
す
る
の
道
な
０
で
あ
る
。

　
　
　
　

そ
し
て
賞
際
此
０
通
り
の
同
答
が
満
洲
側
に
な
さ
れ
た
も
の
と
見
え
、
太
祖
老
儒
の
同
年
五
月
十
五
日
の
條
に
、

　
　
　
　
　

Ｈ
ｕ
m
u
　
u
ｅ
　
Ｋ
ｅ
ｎ
ｅ
ｎ
ｅ
　
ｅ
ｉ
ｃ
ｍ
　
ｓ
ｏ
ｉ
ｎ
ｏ
　
l
　
e
m
ｕ
　
ｈ
ａ
ｔ
ａ
ｎ
.
　
ｊ
ｕ
w
ａ
ｎ
　
ｉ
ｌ
ａ
ｎ
　
ｎ
ｉ
ｙ
a
l
m
a
　
ｉ
ｓ
ｉ
ｎ
ｊ
ｉ
ｈ
ａ
.

　
　
　
　
　

朝
鮮

　

に

　

往
き
た
る
使
者
・
朝
鮮
の

　

一
人
の
官

　
　

十

　
　

三
人
の
従
者

　

末
到
せ
り
。

　
　
　

と
記
し
、
玖
い
で
来
答
の
文
書
の
全
文
を
掲
げ
、
そ
の
前
１
　
に
、
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s
ｏ
ｌ
ｈ
ｏ
　
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
　
i
　
ｐ
ｉ
ｎ
ｇ

朝

　

鮮

　

國

　

の

　

「
早

Ｓ

廿

§‘

安

道
L_

g
ｏ
ｌ
ｏ
ｉ
　
ｇ
ｕ
w
ａ
ｎ
　
ｃ
ａ
　
ｓ
i
　
ｈ
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
　
i
　
p
i
ｙ
ｏ
ｏ
　
ｈ
ｕ
w
ａ
.
　
g
i
ｙ
ａ
ｎ
　
ｊ
ｅ
ｏ
　
ｕ
i
　
ｍ
ａ
ｆ
ａ
ｉ

　
ｂ
ｅ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ
　
w
ｅ
ｊ
ｉ
ｌ
ｅ
　
ｂ
ｉ
ｔ
ｈ
ｅ

　
　
a
l
i
b
ｕ
-

路
の

　

「
観

　

察

　

使
」

　

職

　
　

の

　

朴

　
　

煤

　
　

建

　
　

州

　

楷

　

馬
法

　

足

　
　
　

下
に

　

書
を

　

呈
す

　
　
　

事
。

と
あ
る
。
倚
李
民
寞
の
柵
中
日
録
に
は
、
此
の
時
の
交
渉
の
顛
末
を
詳
し
く
書
き
誌
し
て
居
る
。
そ
の
記
事
に
依
る
と
、
朝
鮮
の
使
者
は
光

海
君
日
記
に
見
え
る
鮮
廷
の
意
見
を
開
陳
し
て
居
る
が
、
そ
の
中
に
、

　
　

阿
斗
曰
。
我
國
後
金
読
。
何
以
不
書
而
只
稀
建
州
乎
。
是
不
以
鄙
國
待
我
也
。
答
曰
。
我
國
之
稲
建
州
者
。
自
前
已
熟
。
想
必
以
此
而

　
　

裕
之
。
以
下
貴
國
二
字
看
之
。
則
共
不
以
鄙
國
待
之
。
然
耶
。

と
あ
-
O
v
、
満
洲
側
は
朝
鮮
の
同
答
に
「
後
金
國
」
を
使
用
し
な
か
っ
た
事
を
詰
っ
て
居
る
が
、
此
０
朝
鮮
側
の
論
辨
的
申
開
き
は
通
つ
た
も

０
と
見
え
、
交
渉
の
終
っ
た
處
に
、

　
　

大
海
等
愧
謝
曰
。
小
的
粗
知
文
字
。
不
能
解
見
矣
。
阿
斗
頗
解
顔
之
色
。

と
あ
る
。
此
０
記
事
か
ら
察
し
て
、
「
後
金
國
」
字
使
用
に
對
す
る
満
洲
側
０
態
度
は
通
り
一
ぺ
ん
の
も
の
で
、
國
読
に
對
す
る
開
心
の
度

が
訟
り
強
く
な
い
０
に
驚
く
程
で
あ
る
。
満
文
老
槽
に
は
此
時
０
朝
鮮
の
同
答
に
對
し
て
次
０
様
に
記
し
て
居
る
。
卸
己
未
年
五
月
二
十
日

の
條
に
、

　
　

ｔ
ｅ
ｒ
e
i
　
ｇ
ａ
ｊ
ｉ
ｈ
ａ
　
b
i
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｂ
ｅ
　
ｔ
ｕ
w
ａ
ｃ
ｉ
　
ｃ
ｅ
ｎ
ｉ
　
ｓ
ｏ
ｌ
ｈ
ｏ
　
ｈ
ａ
ｎ
　
i
　
g
i
ｓ
ｕ
ｎ

　
　
ｕ
ｍ
ａ
ｉ
　
　
ａ
ｋ
ｕ
.

　
ｎ
ｉ
ｋ
ａ
ｎ

　
ｄ
ｅ

　
ｄ
ａ
ｆ
ｉ
　
　
ｊ
ｉ
ｈ
ｅ

　
ｃ
ｏ
ｏ
ｈ
ａ
ｉ

　
ｊ
ａ
ｆ
ａ
ｂ
ｕ
ｈ
ａ

　
　
ａ
ｍ
ｂ
ａ

　
　
ａ
ｊ
ｉ
ｇ
ｅ

　
　

そ
の
責
し
た

　

書

　

を

　

看
る
と

　

彼
等
の
朝
鮮
汗

　

の

　

詞
一
言
牛
句
な
し
。

　

南
朝

　

に

　

味
方
し
て
来
た
軍
を

　

串
い
た

　
　

大

　
　

小
の
‘

　
　

ｒ
ｆ
ａ
ｓ
ａ
　
ｂ
ｅ
　
ｕ
ｊ
ｉ
ｈ
ｅ
　
ｓ
ｅ
ｍ
ｅ
　
ｂ
ａ
ｎ
ｉ
ｈ
ａ
　
ｓ
ｅ
ｒ
ｅ
　
e
m
ｕ
　
ｓ
ａ
ｉ
ｎ
　
g
i
ｓ
ｕ
ｎ
　
ａ
ｋ
ｕ
.
　
ｊ
ａ
ｆ
ａ
ｈ
ａ
　
ｓ
ｏ
ｌ
ｈ
ｏ
　
ｂ
ｅ
　
ｕ
ｎ
ｇ
ｇ
ｉ
　
ｓ
ｅ
ｒ
ｅ
　
e
m
ｕ
　
g
i
ｓ
ｕ
ｎ
　
ａ
ｋ
ｕ
.
　
　
　
ａ
ｍ
ａ
ｌ
ａ

　
　
　
ｂ
ａ
ｎ
ｊ
ｉ
ｒ
ｅ

　
　
　

官

　
　

を

　
　

養
っ
た
事
を
謝
す
る

　
　
　

一
片
の
善

　
　

言

　

な
し
、
檎
へ
た
朝
鮮
人
を
逡
れ
と
云
ふ
一
の

　

詞

　

な
し
、
後
日

　

へ

　
　

の

　
　

Ｑ
ヨ
ロ
ー
ａ
ａ
ロ
覧
Ｓ
ロ
ー
Ｆ

　
　

信
憑
す
る
に
足
る
詞
な
し
。

と
あ
る
。
之
を
見
る
と
、
太
祖
が
朝
鮮
か
ら
０
回
答
に
期
待
し
て
居
た
要
望
０
奈
優
に
あ
つ
た
か
ゞ
分
る
が
、
右
の
記
事
中
、
「
後
金
國
」
不

使
用
に
関
し
て
一
言
も
鯛
れ
て
居
な
い
の
は
、
何
と
し
た
事
で
あ
ら
う
。
此
が
賞
録
に
依
る
と
、
後
金
國
成
立
後
四
年
目
の
有
様
で
あ
る
。
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一
般
に
國
読
を
定
め
、
年
琥
を
建
て
る
と
云
ふ
事
象
は
、
兎
も
角
も
、
そ
０
民
族
の
國
家
意
識
０
高
揚
が
資
す
必
然
的
な
結
果
と
さ
れ
る
Ｏ

で
、
老
槽
の
記
事
や
柵
中
日
録
に
表
は
れ
て
ゐ
る
満
洲
側
の
、
か
う
云
っ
た
も
の
へ
の
態
度
執
着
０
低
さ
は
、
期
待
を
裏
切
る
様
に
思
は
れ

る
。
此
事
は
こ
れ
よ
り
後
七
年
目
０
天
聴
元
年
、
満
洲
の
第
一
次
征
鮮
の
際
に
於
て
「
金
國
」
の
使
用
を
強
要
し
、
締
盟
０
形
式
に
は
金
國

０
俗
に
従
は
し
め
た
態
度
、
更
に
脱
述
丙
子
の
役
の
態
度
と
思
合
せ
て
奇
異
の
感
が
あ
る
。

　

思
ふ
に
、
前
述
せ
し
如
く
、
建
國
建
元
の
事
に
は
大
い
に
政
略
的
な
要
素
が
働
い
て
居
る
事
を
物
語
る
も
０
で
あ
る
。

　

そ
れ
故
に
、
「
後
金
國
」
「
天
命
」
を
創
成
、
使
用
し
た
の
は
、
賓
に
萬
暦
四
十
七
年
０
事
で
あ
り
、
然
も
天
命
元
年
は
存
し
な
か
っ
た
と

す
る
０
が
事
の
真
相
で
は
あ
る
ま
い
か
。
羅
萬
甲
の
丙
子
録
に
「
是
年
（
ぺ
四
四
）
五
月
。
努
兄
吟
赤
僣
琥
後
金
國
汗
、
建
元
天
命
」

と
あ
る
の
は
右
０
事
変
を
傅
へ
た
も
の
と
云
ひ
得
る
。

　

此
「
天
命
」
年
琥
使
用
０
事
情
を
見
れ
ば
、
太
阻
漏
文
老
儒
に
、
年
玖
を
「
天
命
」
を
以
て
散
へ
な
い
事
が
肯
け
る
と
、
同
時
に
老
槽
が

「
干
支
」
を
以
て
年
玖
を
記
す
る
事
は
、
満
洲
人
０
賞
生
活
で
は
、
支
那
風
な
年
読
を
以
っ
て
年
を
散
へ
る
必
要
が
な
か
っ
た
詮
攘
に
他
な
ら

な
い
。
営
時
０
満
洲
人
が
、
支
那
流
０
暦
日
の
観
念
に
乏
し
か
っ
た
事
は
、
建
州
聞
見
録
に

　
　

上
年
（
作
四
四
）
職
月
小
査
。
而
胡
中
以
正
月
初
二
日
篤
正
朝
。
蓋
不
知
暦
日
故
也
。

と
述
べ
て
嘲
笑
し
て
居
る
０
で
も
知
ら
れ
る
。
か
く
０
如
く
支
那
風
な
生
活
を
な
す
時
に
ぼ
、
賞
生
活
で
は
少
か
ら
す
矛
盾
が
存
し
た
も
の

で
あ
ら
う
。
か
Å
る
素
朴
な
生
活
者
か
ら
は
「
天
命
」
な
る
年
致
を
以
っ
て
歳
月
を
数
へ
る
程
の
整
備
し
た
観
念
が
あ
ら
う
と
は
考
へ
ら
れ

な
い
。
太
岨
変
録
の
編
纂
に
際
し
、
弩
爾
９
　
斉
が
汗
読
を
栃
し
た
事
を
中
原
風
な
意
味
に
於
て
の
帝
位
を
正
し
た
こ
と
に
潤
色
し
、
建
國
建

元
の
事
象
を
之
に
結
び
つ
け
、
此
０
年
を
以
っ
て
天
命
元
年
と
成
し
た
の
で
あ
る
。

　

國
競
「
後
金
國
」
或
は
「
大
金
國
」
を
変
録
か
ら
削
除
す
る
事
は
清
朝
０
國
是
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

註
③

　

倚
M
a
ｒ
ｔ
ｉ
ｎ
　
M
a
ｒ
ｔ
i
n
i
の
縫
轄
戦
記
に
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i
l
　
ｓ
'
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｃ
ｌ
ａ
ｒ
ａ
　
ｌ
ｅ
　
Ｓ
ｏ
ｕ
ｖ
ｅ
ｒ
ａ
ｉ
ｎ
　
＆
　
ｐ
ｒ
i
ｔ
　
ｍ
ｉ
x
　
ｎ
ｏ
ｍ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｏ
ｉ
ｓ
｡
　
ｓ
ｅ
　
ｆ
ａ
ｉ
ｓ
ａ
ｎ
ｔ
　
ａ
ｐ
ｐ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
　
Ｔ
ｈ
ｉ
ｅ
ｎ
ｍ
ｉ
ｎ
　
ｄ
ｄ
ｓ
　
Ｐ
ａ
ｎ
　
１
６
１
８
.
　
ｑ
ｕ
i
　
ｆ
ｕ
ｔ
　
ｌ
ｅ
　
ｔ
ｒ
o
i
ｓ
i
e
ｓ
ｍ
ｅ

ｄ
ｅ
　
ｓ
ｏ
ｎ
　
ｒ
ｅ
ｇ
ｎ
ｅ
.
　
(
原
文
の
償
）

と
あ
る
０
は
、
注
目
に
價
す
る
。
彼
は
清
太
祖
０
部
位
０
三
年
目
印
萬
暦
戊
午
０
歳
に
「
天
命
」
を
稀
し
た
と
記
し
て
居
る
。
何
に
依
っ
て

か
Ｘ
る
記
述
が
生
じ
た
０
か
知
る
由
な
い
が
此
は
恐
ら
く
傅
聞
０
誤
で
あ
ら
う
。
光
海
君
日
記
０
記
事
と
ヨ
Ｅ
Ｉ
の
此
の
記
事
と
を
以
つ

て
根
本
史
料
で
あ
る
事
を
強
調
し
、
他
０
史
料
を
悉
く
否
定
し
て
天
命
元
年
を
戊
午
０
歳
と
な
す
事
は
簡
軍
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
歴
史
的
常

識
は
之
を
許
さ
な
い
の
で
M
a
ｒ
ｔ
i
n
i
は
牛
事
賞
に
合
し
、
牛
誤
れ
り
と
な
す
０
で
あ
る
。

註
①

　

太
諏
満
文
老
楷
天
命
十
年
の
條
（
墾
八
十
七
冊
）
。

註
②

　

西
源

　

制
銭
通
考
巻
之
一
。

註
③

　

｝
｛
【
i
ｓ
ｔ
o
i
ｒ
ｅ
　
ｄ
ｅ
　
l
a
　
ｇ
ｕ
ｅ
ｒ
ｒ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｔ
ａ
ｒ
ｔ
ａ
ｒ
ｅ
ｓ
　
ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｒ
ｅ
　
l
a
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
.
　
ｐ
ｌ
７

　
　
　

爾
縫
組
戦
記
の
原
本
は
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
て
あ
り
、
之
に
英
・
狗
・
佛
の
譚
が
あ
る
。
原
本
及
び
褐
譚
は
見
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
し
、
英
・
佛
譚
は

　
　
　

共
々
内
容
相
似
せ
る
を
以
て
佛
譚
を
褐
ぐ
。

追
記

　

満
文
老
橋
は
太
阻
、
太
宗
と
夫
々
あ
り
、
更
に
、
太
宗
の
分
は
「
天
聴
」
と
「
崇
徳
」
に
分
れ
て
居
る
。
僕
は
各
々
は
異
質
的
な
相
違
が
あ
る
と
考
へ
、

　
　
　

今
は
太
諏
老
槽
の
み
に
就
い
て
考
察
し
仁
。

　
　
　

倚
、
本
稿
を
草
す
る
に
富
っ
で
、
先
輩
内
藤
乾
吉
學
士
よ
り
種
々
の
示
教
を
。
又
満
文
の
譚
に
就
い
て
は
、
山
本
守
學
士
の
示
教
を
辱
う
し
た
事
に
對
し

　
　
　

深
く
感
謝
の
意
を
表
す
次
第
で
あ
る
。

　
　
　

本
稿
起
草
の
後
に
朝
鮮
の
稲
葉
博
士
よ
り
王
翰
を
辱
う
し
、
天
命
建
元
に
開
し
て
左
の
異
誕
が
あ
る
事
を
教
示
さ
れ
た
。
即
ち
家
世
集
逍
補
と
云
ふ
李
朝

　
　
　

時
代
の
人
の
家
集
か
あ
っ
て
そ
の
中
の
丙
丁
志
に
「
天
啓
辛
酉
撮
兵
進
陥
遼
東
経
略
逍
可
立
被
害
虜
乃
建
國
魏
日
金
改
元
天
命
云
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で

　
　
　

あ
る
。
天
啓
辛
酉
は
明
の
天
啓
元
年
で
通
説
で
は
清
の
太
祗
の
天
命
六
年
に
富
る
。
然
し
此
の
所
傅
に
開
し
て
は
考
慮
す
る
逞
が
な
か
っ
た
の
で
こ
ｓ
で

　
　
　

は
唯
こ
。
の
現
を
紹
介
し
併
せ
て
稽
葉
先
生
に
對
し
深
甚
な
る
感
謝
の
意
を
表
す
る
所
以
で
あ
る
。
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